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（訂正）平成21年３月期決算短信の一部訂正について 

 

平成21年５月12日に発表いたしました「平成21年３月期 決算短信」の記載事項の一部に訂正すべき事項があ

りましたので、下記のとおり訂正の報告をいたします。なお、訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

【記】 

  

１．訂正箇所「平成21年３月期 決算短信」32ﾍﾟｰｼﾞ （税効果会計関係） 

   

             （訂正前）                  （訂正後）    

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳  

 (％)

法定実効税率 40.9

(調整) 

 住民税均等割 2.5

 評価性引当額 △8.8

 連結調整勘定償却 20.2

 過年度法人税等 △29.4

 事業税率差異 21.3

 その他 △3.8

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
42.9

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 (％)

法定実効税率 40.9

(調整) 

 評価性引当額 △7.0

 連結調整勘定償却 20.2

 過年度法人税等 △6.8

 法定実効税率変更による影響 △6.7

 その他 2.3

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
42.9

 

 

３ 法定実効税率の変更 

  連結財務諸表提出会社の主要な事業所の所在

地である京都府において、事業税の超過税率の

変更（平成20年10月１日以降に開始する事業年

度より）に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用した法定実効税率を40.6％から

40.9％に変更しております。 

  なお、この法定実効税率の変更による影響は

軽微であります。 

 

 

   

 



 

 
                              

 

 

  

   ２．訂正箇所「平成21年３月期 決算短信」53ﾍﾟｰｼﾞ （税効果会計関係） 

 

             （訂正前）                  （訂正後）    

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳  

 (％)

法定実効税率 40.9

(調整) 

 住民税均等割 0.9

 評価性引当額 △20.6

 過年度法人税等 △20.4

 事業税率差異 9.8

 その他 △0.9

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
9.7

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 (％)

法定実効税率 40.9

(調整) 

 評価性引当額 △19.4

 法定実効税率変更による影響 △10.4

 その他 △1.4

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
9.7

 

 

 

３ 法定実効税率の変更 

  当社の主要な事業所の所在地である京都府に

おいて、事業税の超過税率の変更（平成20年10

月１日以降に開始する事業年度より）に伴い、

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用し

た法定実効税率を40.6％から40.9％に変更して

おります。 

  なお、この法定実効税率の変更による影響は

軽微であります。 

 

 

 

    ※注記の記載内容の訂正であり、財務諸表への影響はございません。 

 

以 上 


